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ＮＰＯ法人の社員総会の開催の取扱いについて 

 ＮＰＯ法人は毎年１回必ず社員総会を開催することが義務付けられています。（ＮＰＯ

法第１４条の２）また、事業報告書の提出については、定款の規定にもよりますが総会の

決議を得る必要があります。しかし、新型コロナウイルスの影響により、多くの社員が一

つの場所に集まる社員総会の開催は困難な状況にあります。 

 そこで、多くの社員が一つの場所に集まらない方法による社員総会の開催方法を御紹介

します。定款の定めが必要な方法もありますので、御注意ください。 

１ 参集しない方法 

 参集しない方法として、ＮＰＯ法第１４条の９の「みなし決議」があります。実際に総

会を開催しなくても、代表者等（理事又は社員）が提案した各議案についての社員全員の

同意（賛成）を得ることで、議案を可決する旨の決議があったとみなされるものです。 

 表決の結果、一人でも反対意見・棄権があった議案については「みなし決議」は成立せ

ず、他の方法で決議を行う必要があります。そのため、詳細な議論を必要とする議案に対

して用いるのは望ましくありません。「みなし決議」が成立するためには、全員の同意が得

られるよう、社員に対する事前の十分な説明が必要です。実施方法は①～③のとおりです。 

 

※定款に規定されていなくても「みなし決議」は可能ですが、定款に規定がある方が法人運営上スムー

ズですので、今後定款変更認証申請をする際には、「みなし決議」の規定の追加を御検討ください。 

特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）抜粋 

（社員総会の決議の省略） 

第十四条の九 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該

提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものとして内閣府令で定めるものをいう。）により同意の意思表示をしたときは、当該提案を

可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

２ 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の

決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。 

 

① 書面による意思表示を用いた「みなし決議」 

 「会議資料」＋「提案書（任意様式）」＋「返送用の同意書（任意様式）」を社員に郵送等

で送付します。社員は、各議案を確認したうえで同意書を返送します。 

※ＦＡＸによる同意書の送付も、書面による意思表示に当たります。 

※社員全員の同意があったことを証するために、返送された同意書は保存しておいてください。 

 

② 電磁的方法による意思表示を用いた「みなし決議」 

 「会議資料」を社員に電子メール等で送付します。社員は、各議案を確認したうえで電

子メール等により議案に同意（賛成）する旨を返信します。 

※社員全員の同意があったことを証するために、返信されたメール等は保存しておいてください。 
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③ 持ち回り決議  

 法人代表（あるいは担当者）が会議資料を持って各社員がいる場所へ行き、押印等の方

法で表決をしてもらうものです。あらかじめ会議資料や実施方法を送付してから訪問する

方が運営上スムーズかもしれません。 

 

★みなし決議の場合の議事録には、下記の内容を記載してください。（埼玉県ＮＰＯ情報ス

テーションでは記載例のＰＤＦ・Ｗｏｒｄファイルをダウンロードできます。） 

（http://www.saitamaken-npo.net/html/shinsei_todokede/ninsyouyoushiki/post_2.html） 

 定款に定めがある場合には、それに従って議事録を作成してください。 

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容  

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称  

(3) 総会の決議があったものとみなされた日（社員全員分の同意を得られた日を記載） 

(4) 正会員の総数 

(5) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

２ 最低限の人数で総会を開催する場合 

 最低限の人数（議長・議事録署名人が必要）で開催する場合、出席しない社員は書面表

決又は表決の委任ができます。定款に定めがあれば、電磁的方法による表決も可能です。 

 ※議決は、過半数など各法人が定款に定めた賛成数があれば足ります。 

特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）抜粋 

（社員の表決権） 

第十四条の七 （略） 

２ 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。  

３ 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法

（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で

定めるものをいう。第二十八条の二第一項第三号において同じ。）により表決をすることができる。 

 

④ 書面による表決  

 「会議資料」＋「書面表決票（任意様式）」を社員に郵送等で送付します。社員は書面表

決票に各議案への賛否を記入し返送します。 

 ※ＦＡＸ送付による方法も、書面による表決に当たります。 

 

⑤ 表決の委任    

 「会議資料」＋「表決委任状（任意様式）」を社員に送付します。社員は、表決委任状を

返送します。議長に委任するのが確実な方法です。表決委任状を提出した社員は、総会の

参加人数に含めることができます。 

 

⑥ 電磁的方法による表決（※定款で定めがある場合のみ可能） 

 「会議資料」を社員に送付します。社員は、電磁的方法（電子メール等。定款で電子メ

ールと明記している場合は、電子メールのみ。）で各議案への賛否を送信します。 
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３ オンライン会議 

⑦ オンライン会議システムを用いた社員総会の開催  

 オンライン会議システムが、実際に対面する会議と同等の環境を整備できるのであれば、

それを用いて社員総会を開催することができます。この場合、各社員が発言したいときに

自由に発言できること、その発言が他の社員に即時に伝わることを満たす環境が必要です。 

 また、議事録の開催場所記入欄には「オンライン会議システムによる開催」等、その旨

を追記してください。 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

様式例 

 

①の「提案書」例 

令和２年○月○日 

社員各位 

埼玉県○○市○○○○ 

特定非営利活動法人☆☆ 

代表理事 ○○ ○○ 

 

社員総会の決議の省略に関する提案書 

 

特定非営利活動促進法第１４条の９及び定款第△条第△項の規定に基づき、社員総会の目的である事項に

ついて、下記のとおり提案します。 

つきましては、同封の会議資料を御確認のうえ、提案の内容に賛成していただける場合は、別添の同意書

に氏名、住所を御記入の上捺印していただき、○月△日までに当法人事務所まで送付してくださいますよう

お願いします。 

なお，社員の全員の方が書面をもって提案の内容に御同意いただけた場合は，特定非営利活動促進法第１

４条の９の規定に基づき，下記提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされます。全ての提

案が可決された旨の決議があった場合は、社員総会は終結したとみなされるので、社員総会は開催しません。 

記 

社員総会の目的である事項 

 第１号議案 平成３１年度事業報告        

 第２号議案 平成３１年度決算報告        

 第３号議案 令和２年度役員（案）        

 第４号議案 令和２年度事業計画（案）      

 第５号議案 令和２年度予算（案）        

 第６号議案 定款第４９条の変更について（案）  

令和２年○月×日 

特定非営利活動法人☆☆ 

提案者氏名 代表理事 ○○ ○○ 

以上 
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①の「同意書」例 

令和２年 月 日 

特定非営利活動法人☆☆ 

代表理事 ○○ ○○様 

同意書 

社員総会の目的である事項 

 第１号議案 平成３１年度事業報告        

 第２号議案 平成３１年度決算報告        

 第３号議案 令和２年度役員（案）        

 第４号議案 令和２年度事業計画（案）      

 第５号議案 令和２年度予算（案）        

 第６号議案 定款第４９条の変更について（案） 

 令和２年○月×日に提案者○○○○より提案のあった、社員総会の目的である事項について同意します。 

                                       年  月  日 

                          住 所                   

                          氏 名                  ○印   

 

①②③の「議事録」例 

令和２年度特定非営利活動法人☆☆ 総会議事録 

    １ 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

     （１） 平成３１年度事業報告        

     （２） 平成３１年度決算報告        

     （３） 令和２年度役員（案）        

     （４） 令和２年度事業計画（案）      

     （５） 令和２年度予算（案）        

     （６） 定款第４９条の変更について（案） 

    ２ 提案者の氏名又は名称 

      代表理事 ○○ ○○ 

    ３ 総会の決議があったものとみなされた日 

      令和２年○月△日 

    ４ 正会員総数 

      正会員総数○○人 

    ５ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

      △△ △△ 

 上記のとおり、正会員全員から書面又は電子メールにより同意の意思表示を得たので、特定非営利活動促

進法第１４条の９の規定により、社員総会の決議があったものとみなされたことを証します。 

 

 令和２年○月△日 

                       提  案  者  代表理事 ○○ ○○    ○印  

                       議事録作成者  △△ △△         ○印  
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④の「書面表決票」例 

書面表決票 

 

 令和２年度特定非営利活動法人☆☆総会（書面議決）について、次のとおり議決に関する権限を行使しま

す。 

（※各議案について「賛成」「反対」のどちらかに○をつけてください。） 

第１号議案 平成３１年度事業報告       賛成 ・ 反対 

第２号議案 平成３１年度決算報告       賛成 ・ 反対 

第３号議案 令和２年度役員（案）       賛成 ・ 反対 

第４号議案 令和２年度事業計画（案）     賛成 ・ 反対 

第５号議案 令和２年度予算（案）       賛成 ・ 反対 

第６号議案 定款第４９条の変更について（案） 賛成 ・ 反対 

 

【意見】（※御意見がありましたらお書きください。） 

 

                                       年  月  日 

                          住 所                   

                          氏 名                  ○印  

 

⑤の「表決委任状」例 

表決委任状 

 

特定非営利活動法人☆☆ 令和２年度総会議長様 

 

 私は、令和２年○月○日に開催される、令和２年度特定非営利活動法人☆☆総会に欠席します。総会での

表決に関して、議長に一任いたします。 

                                       年  月  日 

                          住 所                   

                          氏 名                  ○印  

 

 事業報告書等の期限内提出が難しい場合は、利根地域振興センターまで御一報ください

ますようお願いいたします。 

 また、相談・質問がありましたら、お気軽にお問合せください。 

 

 

                   埼玉県利根地域振興センター 県民生活担当 

                      ＴＥＬ：０４８－５５５－１１１０ 

                      ＦＡＸ：０４８－５５４－４４４２ 

                                            E-mail：k5511101@pref.saitama.lg.jp 


